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問問合せ　申申込み

催し物などが中止や延期となる可能性があります。

いただくか、担当部署にお問い合わせください。

市
長
賞
・
善
行
賞
の
表
彰

他
の
模
範
と
な
る
児
童
生
徒
の

皆
さ
ん
の
努
力
を
た
た
え
、
令
和

４
年
度
の
市
長
賞
・
善
行
賞
が
表

彰
さ
れ
ま
し
た
。
受
賞
者
は
次
の

と
お
り
で
す
。

―
敬
称
略
―

【
市
長
賞
】

城
東
中

横
塚

茉
莉
奈

下
道

心
菜

戸
上

漱
現

本
島

敬
大

増
山

颯
人

西
中

飯
塚

遥
己

相
子

実
結

齋
藤

敦

安
里

千
春

南
中

河
邉

浩
太
朗

長
谷
川

海
斗

清
水

麻
央

森
田

香
里
奈

渡
辺

大
洋

角　
　

寧
々
花

矢
島

吏
朔

北
中

関
根

巧
海

遠
藤

里
咲

佐
藤

い
ち
ず

江
草

結
愛

唐
木
田

詩

菊
地

美
月

北
中

杉
山

悠
善

赤
見
中

山
﨑

晴
信

尾
崎

莉
依
子

田
沼
東
中

谷
原

伊
咲

廣
瀬

拓
斗

新
里

真
央

葛
生
中

廣
瀬

蒼
志

常
盤
中

亀
山

さ
く
ら

あ
そ
野
学
園

義
務
教
育

塩
田

百
愛
奈

田
村

倭

土
澤

琉
帝

板
橋

結

佐
野
高
等
学

校
附
属
中

鶴
見

碧
衣

松
葉

紳
一
郎

佐
野
日
本
大

学
中
等
教
育

神
山

美
優

【
善
行
賞
】

佐
野
小

太
田

成
美

和
田

明
日
翔

天
明
小

魚
谷  

芽
生

川
嶋  

莉
央

山
田  

仁
唯
奈

植
野
小

髙
山

怜
花

加
藤

絢
音

三
井

美
幸

庭
田

萌
々
夏

界
小

磯
貝

怜
央

五
十
畑

美
南

犬
伏
小

亀
田

結
衣

津
野

純
菜

「
元
気
シ
ニ
ア
活
躍
応
援
窓

口
」
受
け
付
け
の
強
化
週
間

「
元
気
シ
ニ
ア
活
躍
応
援
窓
口
」

と
は
、
社
会
参
加
活
動
に
意
欲
の

あ
る
シ
ニ
ア
の
方
々
が
活
動
を
始

め
る
た
め
の
サ
ポ
ー
ト
窓
口
で
あ

り
、
シ
ニ
ア
ク
ラ
ブ
へ
の
加
入
や

社
会
貢
献
な
ど
、
地
域
デ
ビ
ュ
ー

に
関
す
る
相
談
を
受
け
付
け
て
い

ま
す
。
強
化
週
間
に
は
相
談
会
場

を
設
け
ま
す
の
で
こ
の
機
会
に
ぜ

ひ
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

▼
期
間
＝
３
月
９
日

（木）
～
16
日

（木）

（
土
曜
・
日
曜
日
除
く
）

▼
時
間
＝
午
前
９
時
～
午
後
３
時

▼
会
場
＝
市
民
活
動
ス
ペ
ー
ス
Ｃ

（
市
役
所
１
階
）

問
い
き
い
き
高
齢
課

☎
（２０）
３
０
２
１

司
法
書
士
に
よ
る

無
料
空
き
家
相
談
会

空
き
家
の
管
理
、
活
用
、
相
続

な
ど
の
お
悩
み
に
つ
い
て
、
司
法

書
士
に
よ
る
相
談
会
を
実
施
し
ま

す
。
※
１
人
30
分
程
度
。
要
予
約

▼
日
時
＝
３
月
22
日

（水）
午
前
10
時

～
午
後
３
時
（
正
午
～
午
後
１
時

除
く
）

▼
会
場
＝
701
・
702
会
議

室
（
市
役
所
７
階
）

問
建
築
住
宅
課
☎

（２０）
３
１
０
３

犬
伏
小

久
村

美
和

犬
伏
東
小

石
橋

篤

山
田

莉
央

城
北
小

亀
山

歩
夢

若
松

夏
音

飯
田

実
桜

伊
藤

み
ち
花

岸    

琉
愛

旗
川
小

兵
藤

美
礼

吾
妻
小

新
井

瑠
詩
奈

赤
見
小

鴇
田

真
奈

石
塚
小

園
部

未
來

出
流
原
小

●
瀨

心
彩

田
沼
小

亀
岡

文
音

木
村

優
希

吉
水
小

廣
瀨

奈
々

栃
本
小

内
田

和
花

多
田
小

坂
本

瑠
琉

葛
生
小

土
澤

琉
正

葛
生
南
小

廣
瀬

友
香

常
盤
小

土
澤

悠
月

氷
室
小

大
出

も
あ

あ
そ
野
学
園

義
務
教
育

川
出

穂
高

大
谷

一
真

五
味
田

小
夏

問
学
校
教
育
課
☎

（２０）
３
１
０
７



ＫＯＵＨＯＵ ＳＡＮＯ
Ｒ5.3

13

皆さんの生活に関することについてのお知らせです。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

最新の情報は市ホームページをご覧

の
子
ど
も
の
保
護
者
（
生
計
中
心

者
）
の
方
が
市
内
在
住
で
、
手
当

を
受
給
し
て
い
な
い
場
合
は
手
続

き
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

※
公
務
員
の
方
の
児
童
手
当
は
原

則
職
場
で
の
受
給
と
な
り
ま
す

な
お
、
児
童
手
当
は
出
生
日
、

転
入
日
な
ど
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
支

給
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
原
則
手

続
き
し
た
月
の
翌
月
分
か
ら
の
支

給
と
な
り
ま
す
。

所
得
上
限
限
度
額
以
上
で
消
滅

と
な
っ
た
方
は
、
前
年
の
所
得
が

所
得
上
限
限
度
額
を
下
回
っ
た
場

合
に
申
請
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

問
同
課
☎

（２０）
３
０
２
３

家
内
労
働
委
託
状
況
届
の

提
出
は
4
月
30
日
ま
で

家
内
労
働
法
第
26
条
、
同
法
施

行
規
則
第
23
条
に
よ
り
、
家
内
労

働
者
（
内
職
者
）
へ
業
務
を
委
託

し
た
場
合
に
は
遅
滞
な
く
、
そ
れ

以
後
は
毎
年
４
月
１
日
現
在
の
委

託
状
況
に
つ
い
て
、
４
月
30
日
ま

で
に
労
働
基
準
監
督
署
を
経
由
し

て
栃
木
労
働
局
に
「
委
託
状
況
届
」

を
提
出
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て

い
ま
す
。
詳
し
く
は

同
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い

問
同
局
労
働
基
準
部
賃
金
室

☎
０
２
８
（
６
３
４
）
９
１
０
９

軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）
の

申
告
は
３
月
中
に

軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）
は
、

毎
年
４
月
１
日
時
点
で
の
所
有
者

に
１
年
分
が
課
税
さ
れ
ま
す
。

※
４
月
１
日
に
車
両
を
取
得
し
た

場
合
で
も
、
１
年
分
が
課
税
さ
れ

ま
す自

動
車
税
と
は
異
な
り
月
割
課

税
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
す
で

に
車
両
を
処
分
、
譲
渡
し
た
場
合

は
、
必
ず
３
月
中
に
申
告
し
て
く

だ
さ
い
。
納
税
通
知
書
は
５
月
中

旬
に
送
付
し
ま
す
。

【
車
種
別
の
手
続
先
】

▼
原
動
機
付
自
転
車
（
１
２
５
ｃ

ｃ
以
下
の
バ
イ
ク
、
ミ
ニ
カ
ー
）、

小
型
特
殊
自
動
車
＝
市
民
税
課

（
２
階
）、
田
沼
・
葛
生
行
政
セ
ン

タ
ー
、
各
支
所

▼
軽
ニ
輪
お
よ
び
二
輪
の
小
型
自

動
車
（
１
２
５
ｃ
ｃ
を
超
え
る
バ

イ
ク
）
＝
佐
野
自
動
車
検
査
登
録

事
務
所
（
下
羽
田
町
）

☎
０
５
０（
５
５
４
０
）２
０
２
０

▼
軽
自
動
車
＝
軽
自
動
車
検
査
協

会
栃
木
事
務
所
佐
野
支
所
（
下
羽

田
町
）

☎
０
５
０（
３
８
１
６
）３
１
０
８

問
市
民
税
課
☎

（２０）
３
０
０
７

令
和
５
年
度
土
地
・
家
屋
価

格
等
縦
覧
帳
簿
の
縦
覧

▼
縦
覧
で
き
る
方
＝

①
納
税
者
本
人
（
非
課
税
の
方
や

免
税
点
未
満
の
方
を
除
く
）

②
納
税
者
の
代
理
人
（
親
族
を
含

む
）
と
し
て
委
任
状
な
ど
を
持
参

し
た
方
や
納
税
管
理
人

※
土
地
価
格
等
縦
覧
帳
簿
を
縦
覧

で
き
る
方
は
、
土
地
の
固
定
資
産

税
の
納
税
者
に
限
ら
れ
、
家
屋
価

格
等
縦
覧
帳
簿
を
縦
覧
で
き
る
方

は
、
家
屋
の
固
定
資
産
税
の
納
税

者
に
限
ら
れ
ま
す

▼
持
参
す
る
も
の
＝
申
請
者
の
身

分
証
明
書
（
免
許
証
な
ど
顔
写
真

付
き
の
も
の
）、
委
任
状
（
申
請

者
が
代
理
人
の
場
合
、
納
税
者
の

署
名
・
押
印
）

▼
閲
覧
場
所
＝
資
産
税
課
（
２
階
）

▼
期
間
＝
４
月
３
日

（月）
～
５
月
１

日
（月）
（
土
曜
・
日
曜
・
祝
日
除
く
）

問
同
課
☎

（２０）
３
０
０
９

児
童
手
当
を
受
け
取
る
に
は

手
続
き
が
必
要
で
す

児
童
手
当
は
出
生
、
転
入
、
婚

姻
、
離
婚
手
続
き
な
ど
を
し
た
だ

け
で
は
受
給
で
き
ま
せ
ん
。
必
ず

こ
ど
も
課
で
受
給
手
続
き
を
し
て

く
だ
さ
い
。
現
在
、
中
学
生
以
下

人にやさしいまちづくりは

　　　コミュニティ活動から

■問合せ＝生涯学習課 ☎（２０）３１０９

　今年度、常盤地区コミュニティ推進協議

会が、( 一財 ) 自治総合センターからの宝

くじの一般コミュニティ助成金を受けて、

デジタルミキサーやパワーアンプなどの音

響機器を購入しました。

これからも地域の活性化のために、コミュ

ニティ活動への積極的な協力や参加をお願

いします。

※コミュニティ助成事業は、( 一財 ) 自治

総合センターが、宝くじの社会貢献広報事

業として、宝くじの受託事業収入を財源に

実施している助成事業です




